
～News Letter～
弁護士のつぶやき
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8月に思う

２０１９年 戦後７４年 戦後は終わったか。

７４年前，
１９４５年（昭和２０年）３月２５日沖縄戦開始
同年７月２日 米軍 沖縄戦終了を宣言
８月６日 広島に原爆投下
同月９日 長崎に原爆投下
同日 ソ連の対日参戦（満州）
同月１１日 ソ連の南樺太への侵攻
同月１５日 無条件降伏
同月１８日～２１日 北方領土占守島の戦いでソ連と戦闘行為
終戦後に，北方領土で戦闘がなされたことはあまり知られていない。浅田次郎の「終わらざる夏」を読
むと北方領土に対する認識は変わるかもしれない。
同年９月２日 戦艦「ミズーリ」甲板で降伏文書に調印

ポツダム宣言では，
民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去すべきこと

② 基本的人権の保障を確立させること
③ 平和的傾向を有し責任ある政府を樹立することなどが明記されていた。

大日本帝国憲法は，天皇主権であるため，ポツダム宣言の受諾により，天皇主権から国民主権へ一
種の革命が成立したのだという学説（いわゆる８月革命説）が唱えられ，日本国憲法は，大日本帝国
憲法の改正手続にしたがって，改正された。これは憲法改正権の限界を超えるものであるが，ポツダ
ム宣言の受諾という８月革命により，主権が国民へ移行したのであるから，日本国憲法の正当性は失
われないという説明がなされている。
ポツダム宣言が国民主権の要求をするものであり，天皇陛下のご意思でこれを受諾され，憲法改正
を発案されたのであるから，押し付け憲法なる理論は当てはまらないはずである（天皇陛下に対する
不敬？）。

戦後，アメリカによる支配体制が確立され，米軍基地が恒常化するに至って久しい。総理大臣とアメ
リカの大統領と仲のいい姿を見て喜ぶ日本人が多いのも事実である。白井聡「国体論－菊と星条
旗」は，戦後の国体はアメリカであるという本である。
米国に対する敗戦を骨の髄まで内面化する対米無限従属とアジアに対する敗戦否認の混在。戦後
から内在し，今日顕在化してきた現代日本のねじれた姿を「永続敗戦 レジーム」と指摘するのが同じ
筆者の「永続敗戦論－戦後日本の核心」である。興味のある方は一読されたい。
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8月に思う

閑話休題。日本にとって同盟国はどこか。

ロシアと同盟国になれるか。中国と同盟国になれるか。韓国と同盟国になれるか。

「おともだち」になれるのがアメリカしかいないという寂しい現実はどうしたものであろうか。

次に，同盟国であることと基地を提供することとは論理必然的な関係ではない。

フィリピンは，アメリカの同盟国でありながら，米軍基地を追い出してしまった。

日本は日米安保条約を結んでいるから，米軍基地を追い出せない？しかし，横田基地上空を
米軍が占領して，民間機が飛べないという状態は異常ではないかしら。 日本の「思いやり予
算」というのも何だろう？

日米合同委員会というのが，日本を支配しているらしい？（興味のある方は，矢部宏治「日本は
なぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」を参照されたい）。

アメリカの核で本当に日本は守られているのか？

日米安保条約は，日本が核攻撃されたときに，アメリカが核で反撃することまでは含まれていな
いとの共和党よりのアメリカの軍事専門家の意見がある（マイケル・ピルズベリー「Ｃｈｉｎａ ２０４
９」にその旨の記述がある）。アメリカが核で反撃したら，アメリカ本国が次の反撃のターゲットに
なるので，アメリカが核で反撃することを保証するという意味は，アメリカ本国並みの保護を日本
に与えるという意味である。

そんなことをアメリカは当然のようにしてくれるのだろうか？それだからこそ，アメリカの言いなり
にならないといけないのか？（今年６月トランプ大統領が「日本が攻撃された時，アメリカは第３
次世界大戦を戦い，猛烈な犠牲を払うことになるが，アメリカが攻撃されて救援が必要なとき，
日本はソニーのテレビで見物するだけだ」と安保条約への不満を公言したとの報道がなされた）。

わからないことばかりである。

アメリカが同盟国であり，基地提供も仕方がないとしても，基地の使用に関しては，日米地位協
定がこれを定めており，米軍の日本国内での犯罪の裁判権のあり方について，公務中であれば，
アメリカが第一次的な裁判権を有すると定めているのが外法権のようにも見え，不平等にも見え
る。

これを改正するよう求める声が多い（昨年の８月１４日に全国知事会が日米地位協定の見直し
を政府に提言している）が，政府には改正する気配がない。

憲法改正より，日米地位協定の改正をしてくれた方が，よほど基地のある地域にとっては要望
度の高い問題ではないかと思ったりもしている今日この頃である（日米地位協定については，山
本章子「日米地位協定」が詳しい）。
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所属弁護士からのご挨拶

こんにちは。弁護士の宮木です。

先日は巷で話題の「天気の子」を観てきました。

劇中で明らかになっていない部分があり，解釈・考察の余地がある良い作品でした。

買い物に行ったつもりだったのですが，満足して帰ってしまいました。

さて現実の天気は，あっという間に梅雨明けですね。

梅雨入りが遅れていたのでもう少し雨が降って欲しかったところです。

今年は水不足が心配です。

これから暑くなりますので熱中症等にはお気を付けください。

弁護士 宮 木 光
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今月号の目次

・弁護士のつぶやき 〈 弁護士 森本精一 〉 （1.2貢）
・所属弁護士からのご挨拶 （3貢）
・今月のテーマ記事「配偶者居住権」 （4.5.6貢）
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・長崎事務所開設のご案内 （8貢）
・事務員 里のコラム （9貢）
・無料相談会のご案内、事務所へのアクセス （10貢）

五所川原立佞武多（ごしょがわらたちねぷた）
祭りとは、青森県五所川原市で8月4日 から8月
8日に開催される祭りです。
青森ねぶた祭は，8月1日から7日まで青森市で
開催されるまつりです。

電線の関係で，青森は高くない（横に拡がって
いる）のに対して，五所川原ではねぶたのある
場所では祭りのために電線を地下に埋めたので
はないかと思いますが，電線がないので，上に
高くなったのだろうと思います。

青森のかけ声は，ラッセ－ら，ラッセ－，ラッ
セ－，ラッセ－らで片足けんけんのようにして，
アキレスを切る人が多いとか。
みじかい青森の夏の楽しい夏祭りです。

代表弁護士 森本精一



今月のテーマ記事

１ 配偶者居住権とは，

当該建物について，原則として終身の間継続して無償で配偶者にその建物の使用を認める
ことを内容とする法定の債権のことをいいます。この部分は２０２０年４月１日から施行されます。

２ 制度趣旨

高齢の配偶者にとって，それまでの居住権を確保ししつつその後の生活資金も確保したいとい
う希望が多いと思われます。

居住土地建物の所有権を配偶者に分割帰属させると，その分生活資金の取得が困難になるお
それもあります。そこで，所有権よりも低廉な価額で居住権を確保するべく，新たに設けられたも
のです。

３ 配偶者居住権の評価方法

法制審議会の部会資料１９－２によれば，

例えば，

マンションＡ（築１０年，鉄筋コンクリート造，固定資産税評価額２０００万円）の

一室を対象として存続期間２０年の長期居住権を設定した場合

・長期居住権付所有権の価額

固定資産税評価額×法定耐用年数－（経過年数＋存続年数）×ライプニッツ係数

法定耐用年数－経過年数

＝２０００万×４７－（１０＋２０）×０．５５４

４７－１０

≒２０００万×０．２５５

＝５０８万円

・長期居住権の価額

＝固定資産税評価額－長期居住権付所有権の価額

＝２０００万－５０８万

＝１４９２万円
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「配偶者居住権（民法第５編第８章第１節）」



４ 配偶者居住権が認められる要件

① 相続開始時に被相続人が対象建物を所有すること

② 相続開始時に相続人が対象建物に居住していること

③ 次のいずれかの方法により，配偶者居住権の取得が認められること（民法１０２
８条１項本文）

（１）遺産分割協議（調停）による取得（同項１号）

（２）遺贈（死因贈与）による取得（同項２号，５５４条）

（３）家庭裁判所の審判による取得（１０２９条）

ア 共同相続人間で合意が成立しているとき（同条１号）

イ アの場合を除き，配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希
望する旨を申し出た場合において，居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考
慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき（同条２
号）

５ 配偶者居住権の内容

賃借権類似の法定債権として整理されています。

配偶者は，従前の用法に従い，善良な管理者の注意をもって，居住建物の使用，
収益をしなければなりません（１０３２条１項本文）。

その効力は対象建物の全部に及びます（１０２８条１項本文）。

配偶者居住権に登記を備えた場合，その建物について物件を取得した者その他
の第三者に対抗することができます（１０３１条２項による６０５条の準用）。

→賃借権と異なり，対象建物の占有は対抗要件になっていません。

→登記を備えれば，賃借権と同様，配偶者は，第三者に対して，居住建物の妨害
停止や返還を請求できます（１０３１条２項による６０５条の４の準用）。

配偶者居住権は譲渡することができません（１０３２条２項）。

存続期間は，原則として終身の間です（１０３０条本文）。

６ 居住建物の修繕など

配偶者は，使用及び収益に必要な修繕をすることができます（１０３３条１
項）。

配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは，建生のの所有者はそ
の修繕をすることができます（１０３３条２項）。
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配偶者は，通常の必要費を負担する義務を負います（１０３４条１項）。

通常の必要費とは，固定資産税などのように建物を使用就役する場合に必ず伴うような支出
や建物の現状維持に伴う修繕費などのことです。

これに対し，特別の必要費を負担したときは，建物の所有者は返還時にその負担額を償還し
なければなりません（１０３４条２項，５８３条２項，１９６条１項本文）。

特別の必要費とは，災害などによっては破損したときの建物修繕費などのことをいいます。

有益費の時は，居住建物の価額の増加が現存する場合に限り，所有者の選択に従い，支出し
た金額または増加額を償還することになります（１０３４条，５８３条２項，１９６条２項本文）。

７ 配偶者居住権の消滅

① 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合（５２０条，１０２８条２項）

② 配偶者居住権の存続期間の満了（１０３６条，５９７条１項）

③ 配偶者の死亡（１０３６条，５９７条３項）

配偶者居住権はあくまで配偶者の居住権を保護するための権利であることから，相続の対象
とはなりません。

④ 居住建物の滅失など（１０３６条，６１６条の２）

居住建物の滅失などによって，相続発生時における配偶者の居住県警を存続させることに
よって配偶者の保護を図る趣旨を達することができなくなりますので，配偶者居住権の消滅事
由とされました。

⑤ 所有者による消滅の意思表示

配偶者が，

ア 善管注意義務に違反した場合（１０３２条１項）

イ 所有者に無断で増改築を行った場合（１０３２条３項）

ウ 所有者に無断で第三者に居住建物の使用収益をさせた場合（１０３２条３項）

相当の期間を定めてその是正を催告し，その期間内に是正がなされないときは，配偶者居住
権の消滅の意思表示をして，消滅させることができます（１０３２条４項）。

配偶者は，居住建物の返還にあたって，相続開始後に生じた配偶者の責めに帰することがで
きる事由による損傷（通常の使用及び収益によって生じた居住建物の経年変化を除く）がある
場合において，その損傷を原状に復する義務を負います（１０３５条２項，６２１条）。
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企業法務 Ｑ＆Ａ

第3回
Ｑ 当社Xは全県展開をしている会社ですが，就業規則には，「業務上の必要性が
ある場合には従業員に異動を命ずることができる，異動には転勤を伴う場合があ
る。」旨の規定があります。

Yさんは，子育て中の共働き女性で，諫早市に在住の従業員です。これまで諫
早で総務の仕事に従事していましたが，長崎事務所における新規プロジェクト
チームへの従業員の早期補充のため異動命令を出しました。しかし，Yさんは異
動命令にしたがわず，長崎事務所に出勤しませんでした。当社Xは，Yさんと勤務
時間や保育問題などについて話し合いたいと考えましたが，Yさんは応じること
なく，欠勤を継続しました。
当社Xは，Yさんに対し１ヶ月間の停職処分を発令しました。
それでもYさんは欠勤を継続したので，Yさんに対し，懲戒解雇処分をしました。

当社Xの懲戒処分に問題がありますか。

Ａ 使用者が，業務上の都合により労働者に転勤を命ずる旨の定めがある場合，
就労場所を限定する旨の合意がなければ，使用者は，労働者の個別的同意なくし
て，その際量で，労働者の就業場所を決定し転勤を命ずる権限を有していると解
されてます。
しかし，転勤命令権の濫用は許されません。
①業務上の必要性が存在しない場合，②業務上の必要性があっても，退職に追

い込む目的や労働組合員である労働者に対する嫌がらせなどの不当な動機・目的
をもってなされたものであるとき，③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく
越える不利益を負わせるなどの特段の事情が存すること等の特段の事情がない限
りは，権利の濫用にならないとされています（東亜ペイント事件・最高裁第二小
法廷昭和６１年７月１４日判決・労判４７７号６頁）。
本件では，長崎事務所における新規プロジェクトチームへの従業員の早期補充

のためという業務上の必要性があり，不当な動機。目的はなく，通勤時間は長く
なるものの，当時の住居から転居することなく通勤することも事実上不可能では
なく，住居は借家で，長崎事務所近辺には，入居可能な相応の住居が多数存在し，
保育園も存すること，X社には，Yよりも長時間かけて通勤している従業員が多数
いること等から，通常甘受すべき程度を著しく越えるとはいえず，当初の異動命
令は有効です（東京都品川区居住，東京都目黒区青葉台から八王子事務所への転
勤の事例ですが，ケンウッド事件・最高裁第三小法廷平成１２年１月２８日判
決・判時１７０５号１６２頁，労判７７４号７頁が同様の判断を示しています）。
上記最高裁判例にしたがえば，当初出勤停止処分を行い，それでもなお従わな

かったことを理由とする懲戒解雇も有効です。
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長崎事務所開設のご案内

諫早・大村・島原を中心に活動を行ってきた当事務所ですが、

2019年2月より長崎事務所を開設いたしました。

中央橋バス停より徒歩3分と来所しやすく、

かつ長崎地方裁判所の隣と大変わかりやすい場所にございます。

ぜひ、長崎市内の法律相談は森本綜合法律事務所 長崎事務所をご利用下さい。
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【長崎事務所】

〒850-0033
長崎市万才町10番3号
サンガーデン万才町702号

中央橋バス停より徒歩3分
万才町バス停より徒歩1分

TEL：095-801-1040
FAX：095-801-1170



事務員 里のコラム
こんにちは。長崎事務所 事務職員の里です。

毎号、ニュースレターの編集を担当しています。

梅雨が明け、最近はいよいよ夏らしい天気になってきました。

７月までは冷夏と言われていたみたいですが、

８月からは真夏日が続き、外にでるのも億劫になります。

さて、私はある女性アイドルグループのファンなのですが、

彼女たちは毎年、真夏の全国ツアーと題して全国各地でライブを行います。

私は毎年そのライブに参加し、夏の訪れを感じているのですが・・・。

今年は波乱に満ちた一日で、ある意味忘れられない夏になりました。

今回はそんな私の最悪？な一日を、皆さんに聞いていただくことでネタとして消化しようと思います。

いつも九州地区では福岡のヤフオクドームで開催されるのですが、

その日はなんと台風が九州北部に接近していたのです。

そのせいで予約していた福岡行の高速バスは終日運休、JRで行こうとするも午前の便は全滅でした。

開演は１６時からなのに１２時を過ぎても長崎駅から動くことのできない私。

JRの改札には同じくライブに参加する若者や観光客で長蛇の列が・・・

その日はもう福岡に到着できないだろうと諦めかけながら列に並んでいました。

しかし運が良かったのか、念のためネットで予約していた１３時発の便が動くことになり、

なんとかJRに乗ることができました。（まさに地獄に仏とはこのことです）

安心も束の間、雨で遅延していたせいもあり、博多駅に着いたのは１５時４０分すぎ。

あと開演まで２０分を切っていました。タクシーでヤフオクドームに向かおうとするも、

ここでまた長蛇の列です。私は博多駅を飛び出し周辺でタクシーを探しました。

その日とてもツイていた私は、すぐにタクシーを捕まえ、

なんとか１６時ギリギリに会場につき、無事ライブに参加することができました。

実は私、ライブと台風が重なるのが人生で３回目でして、

なにかと台風を引き寄せてしまう台風女なのではないかと最近思うようになりました。

なれることなら台風女よりも晴れ女になりたかった・・・。

また台風がくるといけないので次からは前乗りしてライブに臨もうと学習した里でした。

事務員 里
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↓台風模様のヤフオクドーム



無料相談会実施のお知らせ

ご予約は095-801-1040（9:00～18:00）担当 里まで
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事務所アクセス

【諫早事務所】

〒854-0016

諫早市高城町5番10号
諫早商工会館404号

島原鉄道線「本諫早駅」より徒歩７分
島鉄バス「市役所前」より徒歩１分
電話：0957-22-8100    ＦＡＸ：0957-22-9702

【島原事務所】

〒855-0042 

島原市片町616番地1

島原鉄道線「島原駅」より徒歩１分
島鉄バス「島原駅前」より徒歩１分
電話：0957-73-9980 ＦＡＸ：0957-73-9981


